
価格転嫁の促進に向けた取組について

令和５年12月15日
新潟県産業労働部地域産業振興課
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「原材料等価格高騰の影響に関する緊急調査」（県実施）

＜調査概要＞
調査期間 調査対象 回答数（回収率）

第１回 令和４年4月26日～5月16日 県内企業510社 207社(40.5％)

第２回 令和４年7月27日～8月16日 同上 224社(43.9％)

第３回 令和５年１月10日～１月30日 同上 229社(44.9％)

第４回 令和５年４月26日～５月17日 同上 188社(36.9％)

第５回 令和５年８月25日～９月13日 同上 217社(42.5％)

【現在の価格転嫁の状況】 → 概ね価格転嫁できている県内企業の割合 約４割

→適切な価格転嫁を進めることにより、サプライチェーン全体で負担していくことが急務



下請かけこみ寺（国・県）
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※本県は、にいがた産業創造機構（ＮＩＣＯ）に設置



取引調査員（下請Ｇメン）による訪問調査について（国）
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新潟県よろず支援拠点（国・県）
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専門のコーディネータ－が、中小企業のビジネス
のあらゆる課題を解決します。
また、「価格転嫁サポート窓口」を設置し、価格

交渉に関する基礎的な知識の習得や、原価計算の手
法の習得等を支援します。



価格転嫁・下請取引に関する支援策（国・県）
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・「宣言」が中小企業庁のポータルサイトに掲載され、登録企業をＰＲ
・登録企業は「ロゴマーク」を活用し、取引先との共存共栄関係を築こうとする会社（ホワ
イト企業）であることをアピールできる。
・国の補助金の一部で加点措置を受けることができる。

登録のメリット

「パートナーシップ構築宣言」の概要

・取引先とパートナーシップを強化するなど「新たな共存共栄関係の構築」を企業の代表
者名で宣言。
・サプライチェーン全体での「付加価値向上」の取組みや規模・系列等を超えた、新たな
連携促進のほか、中小企業・小規模事業者への「取引条件のしわ寄せ」防止や「下請
取引の適正化」を進めることなどが目的。
・県内では、443社が登録済（R5.10.15現在）

「パートナーシップ構築宣言」
ロゴマーク
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「パートナーシップ構築宣言」制度の登録について


